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◆ 福福岡岡県県のの小小児児救救急急医医療療体体制制〔表3-53〕 

（2023(令和５)年４月現在）  

 

● 休日夜間急患センター ○ 在宅当番医制 ☐ 小児救急医療支援事業 △ その他 

 

  

日中

平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝 日祝

（再揚）
小児救急
医療支援
事業

福岡
糸島

● ● ● ● ● ● ● ５病院

九州大学病院
国立病院機構福岡病院
福岡市立こども病院
福岡大学病院
国立病院機構九州医療センター

粕屋 ●

宗像 ● ● ● ● ● ● ●

筑紫 ☐ ☐ ☐ ☐ ２病院
福岡徳州会病院
福岡大学筑紫病院

(２病院)

☐：小児救急医療支援事業（平成16年10月1日
～）開業小児科医が福岡徳洲会病院、福岡大学
筑紫病院に出務し、病院小児科医と連携し24時
間体制を確保する。

朝倉 ● ● ● ●

久留米 ☐ ☐ ☐ ○ ２病院
久留米大学病院
聖マリア病院

(１病院)

☐：小児救急医療支援事業（平成18年4月1日
～）地域の開業小児科医や病院の小児科勤務医
が聖マリア病院に出務し、当該病院の小児科当
直医と連携して24時間体制を確保する。

八女
筑後

△ △
△：公立八女総合病院、筑後市立病院で対応
（開業小児科医が平日準夜帯に出務）。

有明 ○ ○ ○

大牟田地域では,開業小児科医による平日準夜
及び休日の在宅当番(市町村単独）を実施する
とともに、22時以降は、大牟田天領病院、米の
山病院、杉循環器科内科病院、ヨコクラ病院で
対応（主に内科医が診療）。

飯塚 ● ● ● △ △ △ ○ １病院 飯塚病院

△：飯塚病院で対応
頴田病院の家庭医が、週２回程度、平日準夜帯
に飯塚病院に出務し、診療を行う。（令和2年4
月1日～）

直方
鞍手

● ● ●
直鞍地区休日等急患センターは、第２・第４日
曜のみ日中診療あり

田川 △ ● ● ● △：田川市立病院で対応

北九州 ● ● ● △ △ △ ● ５病院

JCHO九州病院
北九州市立八幡病院
北九州総合病院
国立病院機構小倉医療センター
北九州市立医療センター

△：北九州市立八幡病院で対応

京築 ● ● ● ● ●

２医療圏

３病院

生
活
圏

二次
医療圏

初期救急医療体制 二次救急医療体制
三次救急
医療体制 小児救急

医療電話
相談事業
(平成16
年10月30
日～）

備　　考
準夜帯 深夜帯 ２４時間３６５日

救命救急
センター
（小児科
標榜）

小児救命
救急セン
ター当直体制

福
岡

４病院

１
病
院

（

九
州
大
学
病
院
）

最大
６回線

粕屋北部及び宗像地域では、開業小児科医と急
患センター、休日診療所において24時間体制で
一次救急を担い、福岡東医療センターにおい
て、平日夜間及び土曜と日曜の各日中に、入院
を必要とする患者を受け入れ、圏域を越えた機
能分担により連携して対応している。

筑
後

２病院

筑
豊

１病院

北
九
州

２病院

９病院 １病院
最大

６回線

４
地
域

13
医
療
圏

９医療圏 ４医療圏

13
医
療
圏

５医療圏

１５病院

輪

番
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12  在在宅宅医医療療 
 
 在宅医療とは、医療が必要であるが通院が困難な患者の自宅等に、医師をはじめ

医療従事者が訪問（往診、訪問診療、訪問看護等）し、医療サービスを提供するこ

とです。医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活

を続けられるよう、入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しなが

ら患者の日常生活を支える医療であり、地域包括ケアシステムに不可欠な構成要

素です。 

「在宅」には、自宅のほか、介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健

施設、介護医療院）や高齢者向け住宅・施設（養護老人ホーム、有料老人ホーム、

軽費老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅）も含まれます。 

 
【【現現状状とと課課題題】】  

（（１１））  在在宅宅医医療療ををととりりままくく状状況況  

○ 疾病構造の変化や高齢化の進行に伴い、自宅等で疾病や障がいを抱えながら生

活する方が、今後も増加していくことが考えられます。また、2020（令和２）年の

福岡県の死亡者数は約５万３千人ですが、2045（令和 27）年には約７万人と予測

されます。（国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』2018（平成

30）年３月推計）〔図 3-14〕 

 

○ 2022（令和４）年度の県政モニター調査では、60.7％の方が自宅や高齢者向けの

ケア付き住宅や施設などの在宅で人生の最期を迎えたいと思っているものの、そ

のうち約 54％は実現が難しいと回答しています〔図 3-13〕。自宅で最期を迎えるた

めの条件は、介護してくれる家族に負担があまりかからないこと、家族の理解があ

ること、急変時の医療体制があること等が上位となっています。〔表 3-54〕 

 

◆最最期期をを迎迎ええたたいい場場所所ににつついいてて〔図 3-13〕   ◆自自宅宅でで最最期期をを迎迎ええるるたためめのの条条件件  

〔表 3-54〕 

 

順位 項  目 

１ 家族に負担があまりかからないこと 

２ 家族の理解があること 

３ 急変時の医療体制があること 

４ 介護してくれる家族がいること 

５ 経済的に余裕があること 

６ 自宅に往診してくれる医師がいること 

７ 訪問看護が受けられること 

８ ホームヘルパーなどの訪問介護が受けられること 

９ 自宅が介護できる住居構造になっていること 

（2022（令和４）年度福岡県「第６回県政モニター調査」） 

（（nn==336688）） 
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○ 2022（令和４）年の本県の在宅における死亡率は全体の 25.6％（うち自宅 14.4％、

施設 11.2％）で、全国平均と比べ低くなっています。今後の高齢化の進行に伴い、

患者が望む場所での看取りを行うことができる体制整備が急がれます。〔図 3-15〕 

 

○ 近年、医療技術の進歩により、退院後も人工呼吸器や胃ろうなどの医療的ケアを 

受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が増加しています。何らかの病気

を抱えながら生活するようになる中で、「治す医療」から、「治し、支える医療」へ

の転換が求められています。 

 

◆福福岡岡県県のの死死亡亡者者数数推推移移（（推推計計））〔図 3-14〕     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020（令和 2）年まで…「人口動態調査」（場所別死亡者数：自宅＋老人ホーム＋介護老人保健施設） 

2020（令和 2）年以降…国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018（平成 30）年３月

推計） 

 

 

◆在在宅宅ででのの死死亡亡率率のの推推移移〔図 3-15〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口動態調査」（場所別死亡者数：自宅＋老人ホーム＋介護老人保健施設） 
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○ 2022（令和４）年の本県の在宅における死亡率は全体の 25.6％（うち自宅 14.4％、

施設 11.2％）で、全国平均と比べ低くなっています。今後の高齢化の進行に伴い、

患者が望む場所での看取りを行うことができる体制整備が急がれます。〔図 3-15〕 

 

○ 近年、医療技術の進歩により、退院後も人工呼吸器や胃ろうなどの医療的ケアを 

受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が増加しています。何らかの病気

を抱えながら生活するようになる中で、「治す医療」から、「治し、支える医療」へ

の転換が求められています。 

 

◆福福岡岡県県のの死死亡亡者者数数推推移移（（推推計計））〔図 3-14〕     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020（令和 2）年まで…「人口動態調査」（場所別死亡者数：自宅＋老人ホーム＋介護老人保健施設） 

2020（令和 2）年以降…国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018（平成 30）年３月

推計） 

 

 

◆在在宅宅ででのの死死亡亡率率のの推推移移〔図 3-15〕 
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（（２２））  在在宅宅医医療療をを支支ええるる社社会会資資源源  

 在宅医療は、病院や診療所をはじめ、訪問看護ステーション、歯科診療所、薬局、

訪問介護事業所などの医療・介護サービスの提供に関する多くの関係機関に支えら

れています。 

 

①① 病病院院・・診診療療所所  

○ 2023（令和５）年４月現在、24 時間体制で患者を支え、地域における在宅医療

の中心的役割を担う「在宅療養支援診療所」や「在宅療養支援病院」として、県

内の 755 診療所、107 病院が届出を行っており、人口 10 万人対の施設数は全国

平均を上回っています。また、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院以外に在

宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 25の届出を行っている施

設は、県内で 434 診療所、35 病院となっています。〔表 3-55〕 

 

○ 今後は、切れ目のない在宅医療サービス提供のための連携体制の構築や ICT 化

等による対応力強化、これまで訪問診療を担っていない医療機関や新規に開業す

る医療機関の訪問診療への参入促進等が求められています。 

 

◆ 資資源源のの状状況況〔表3-55〕  

 

 
25  在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料：通院が困難な患者に対し、本人の

同意を得て計画的な医療管理の下に定期的な訪問診療を行う場合に算定することができる診療

報酬。 

No. 施設種別  箇所数 人口 10 万対 出典 

１ 在宅療養支援診療所 
福岡県 755 14.8  在宅療養支援診療所届出施設数  

（2023（令和 5）年４月１日） 

全国 15,090 12.0  在宅療養支援診療所届出施設数  
（2022（令和 4）年３月 31 日） 

２ 在宅療養支援病院 
福岡県 107 2.1  在宅療養支援病院届出施設数  

（2023（令和 5）年４月１日） 

全国 1,672 1.3  在宅療養支援病院届出施設数  
（2022（令和 4）年３月 31 日） 

３ 

在宅時医学総合管理料 
及び施設入居時等医学 
総合管理料の届出を 
行っている診療所 
（※No.１以外） 

福岡県 434 8.5 
在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料届出施設数  
（2023（令和 5）年４月１日） 

４ 

在宅療養支援病院以外に 
在宅時医学総合管理料 
及び施設入居時等医学 
総合管理料の届出を 
行っている病院 
（※No.２以外） 

福岡県 35 0.7 
在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料届出施設数  
（2023（令和 5）年４月１日） 
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②② 訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン、、訪訪問問看看護護事事業業所所  

○ 2023（令和５）年４月現在の県内の訪問看護ステーションは 862 施設と、年々

増加しており、人口 10 万人対の施設数も全国平均を上回っていますが、従業員

が５人未満の小規模事業所が多く、全体の約８割を占めています。〔表 3-56〕 

 

○ 緊急時の訪問、医療ニーズの高い患者への対応、24 時間対応等については、

規模が大きい事業所が対応していることが多い実態があります。今後は、上記に

加え、退院に向けた医療機関との共同指導、看取りや重症度の高い患者に対応で

きるよう、訪問看護ステーション間や関係機関との連携強化、情報通信機器の活

用等による業務効率化等により、安定的な訪問看護サービスの提供が求められて

います。 

 

◆ 資資源源のの状状況況〔表 3-56〕 

施設種別  箇所数 人口 10 万対 出典 

訪問看護 
ステーション 

福岡県 862 16.9  介護保険事業所届出受理施設数  
（2023（令和５）年４月１日） 

全国 16,155 12.9  訪問看護ステーション数調査  
（2023（令和 5）年４月１日） 

  

  

③③   歯歯科科診診療療所所  

○ 2020（令和２）年 10 月現在、県内歯科診療所 3,051 施設のうち、在宅医療サ

ービスを実施している歯科診療所は医療保険では 1,068 施設（35.0％）、介護保

険では 598 施設（19.6％）となっています。 

 

 

◆◇◆在宅療養支援診療所等調査結果（概要）◆◇◆ 

 

2023（令和５）年５月に、県内の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院・在宅時医

学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料届出施設に実態調査を行いました。 

 

・訪問診療患者数、在宅看取り患者数は、ともに増加傾向にありますが、二次保健医療圏

でみると、施設数や活動状況に差がありました。 

・医師一人あたり、一か月に平均 24.1 人へ訪問診療を行っていました。 

・どの地域でも、在宅医療の課題として、「人材確保」「緊急時・災害時・夜間などへの対

応」の課題が多くあげられました。 

・今後の在宅医療への取組予定について、「積極的に取り組みたい」と回答した医療機関は

26.6％、「現状を維持する」と回答した医療機関は 62.4％、「今後は減らす、または在宅

医療から撤退する予定」と回答した医療機関は 7.4％でした。 
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②② 訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン、、訪訪問問看看護護事事業業所所  

○ 2023（令和５）年４月現在の県内の訪問看護ステーションは 862 施設と、年々

増加しており、人口 10 万人対の施設数も全国平均を上回っていますが、従業員

が５人未満の小規模事業所が多く、全体の約８割を占めています。〔表 3-56〕 

 

○ 緊急時の訪問、医療ニーズの高い患者への対応、24 時間対応等については、

規模が大きい事業所が対応していることが多い実態があります。今後は、上記に

加え、退院に向けた医療機関との共同指導、看取りや重症度の高い患者に対応で

きるよう、訪問看護ステーション間や関係機関との連携強化、情報通信機器の活

用等による業務効率化等により、安定的な訪問看護サービスの提供が求められて

います。 

 

◆ 資資源源のの状状況況〔表 3-56〕 

施設種別  箇所数 人口 10 万対 出典 

訪問看護 
ステーション 

福岡県 862 16.9  介護保険事業所届出受理施設数  
（2023（令和５）年４月１日） 

全国 16,155 12.9  訪問看護ステーション数調査  
（2023（令和 5）年４月１日） 

  

  

③③   歯歯科科診診療療所所  

○ 2020（令和２）年 10 月現在、県内歯科診療所 3,051 施設のうち、在宅医療サ

ービスを実施している歯科診療所は医療保険では 1,068 施設（35.0％）、介護保

険では 598 施設（19.6％）となっています。 

 

 

◆◇◆在宅療養支援診療所等調査結果（概要）◆◇◆ 

 

2023（令和５）年５月に、県内の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院・在宅時医

学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料届出施設に実態調査を行いました。 

 

・訪問診療患者数、在宅看取り患者数は、ともに増加傾向にありますが、二次保健医療圏

でみると、施設数や活動状況に差がありました。 

・医師一人あたり、一か月に平均 24.1 人へ訪問診療を行っていました。 

・どの地域でも、在宅医療の課題として、「人材確保」「緊急時・災害時・夜間などへの対

応」の課題が多くあげられました。 

・今後の在宅医療への取組予定について、「積極的に取り組みたい」と回答した医療機関は

26.6％、「現状を維持する」と回答した医療機関は 62.4％、「今後は減らす、または在宅

医療から撤退する予定」と回答した医療機関は 7.4％でした。 
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    ○ 在宅療養を歯科医療面から支援する在宅療養支援歯科診療所数は、2023（令和

５）年４月現在 436 施設、人口 10 万対の施設数は 8.6 施設となっており、全歯

科診療所の約 14％にとどまっています。〔表 3-57〕 

 

○ 高齢者や難病、障がいのある患者が質の高い生活を送るためには、食べる・話

す等の口腔機能の維持・向上や、誤嚥性肺炎の予防が不可欠であり、口腔の管理

の重要性が高まっています。こうした観点から、歯科医師だけでなく、歯科衛生

士の口腔の管理へのより一層の関わりが期待されています。今後は、地域の実情

を踏まえ、訪問歯科診療実施数の増加や歯科診療所と後方支援機能を有する歯科

医療機関及び医療機関等とのさらなる連携が求められています。 

 

◆ 資資源源のの状状況況〔表 3-57〕 

施設種別  箇所数 人口 10 万対 出典 

在宅療養支援 
歯科診療所 

福岡県 436 8.6  在宅療養支援歯科診療所届出施設数  
（2023（令和 5）年４月１日） 

全国 8,523 6.8  在宅療養支援歯科診療所届出施設数  
（2022（令和 4）年３月 31 日） 

  

  

④④   薬薬局局  

○ 2023（令和５）年４月現在、在宅訪問薬剤管理指導薬局として届出されている

施設数は 2,551 施設となっており、年々増加しています。一方、2022（令和４）

年度に介護認定を受けた患者の自宅等を訪れて訪問薬剤管理指導を実施してい

る薬局数は、1,494 施設と、全体の約 51％となっています。〔表 3-58〕 

  

○ 今後さらに高齢化が進行することにより、地域の薬局では、在宅における医薬

品・医療機器等の提供体制の構築や、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握と

それに基づく薬学的管理・指導、薬物療法に関する情報の共有をはじめとした多

職種との連携等、多様な患者のニーズに合わせて薬剤を管理・提供していくこと

がより一層重要となってきます。また、入退院時における医療機関との連携、休

日や夜間の調剤や電話相談への対応等も含めて、薬剤師の関与により、薬物有害

事象への対処や服薬状況の改善が見込まれ、在宅医療の質の向上につながりま

す。 

 

○ 高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケア

への参画等の推進を図ることが求められています。 
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◆ 資資源源のの状状況況〔表 3-58〕 

施設種別  箇所数 人口 10 万対 出典 

居宅療養管理指導実施薬局 

福岡県 

1,494 29.3  居宅療養管理指導費算定薬局数  
（2022（令和４）年４月～2023（令和５）年3月） 

在宅訪問薬剤管理指導薬局 2,551 50.1  在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設数  
（2023（令和 5）年４月１日） 

薬局総数 2,943 57.6  衛生行政報告例 
（2021（令和 3）年３月 31 日） 

 

 

⑤⑤  訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンンをを実実施施ししてていいるる医医療療機機関関等等  

○ 2021（令和３）年度に医療機関から提供される訪問リハビリテーションを受け

た患者数は、医療保険では、県内で 2,682 人となっています。 

 

○ 2021（令和３）年 10 月 1 日時点で、訪問看護ステーションに従事している理

学療法士の数は、福岡県で 927 人、全国で 22,579 人、作業療法士の数は、福岡

県で 541 人、全国で 9,706 人、言語聴覚士の数は、福岡県で 133 人、全国で 2,750

人となっています。 

 

○ 訪問リハビリテーションの利用やレスパイト 26のためのショートステイの利

用など、在宅での療養を継続するためには多職種による連携と支援が欠かせま

せん。 

 

○ 今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、

医療機関におけるリハビリテーション（急性期・回復期）から、地域における居

住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる

体制の整備が求められます。 

 

 

⑥⑥  訪訪問問栄栄養養食食事事指指導導をを実実施施ししてていいるる医医療療機機関関等等  

○ 2021（令和３）年度に在宅患者訪問栄養食事指導料（医療保険）を算定した患

者がいる診療所・病院数は、県内で 18 機関あります。また、訪問栄養食事指導

を受けた患者数は、医療保険では、県内に 233 人となっています。 

 

 

 

 

 
26  レスパイト：一時的中断、息抜き、休息を意味する英語（respite）。 

※ 在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、対象患者が要介護又は要支援の認定を

受けている場合には介護保険（居宅療養管理指導費）扱いに、認定を受けていない場合は医療保険（在

宅患者訪問薬剤管理指導料）扱いとなります。 
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◆ 資資源源のの状状況況〔表 3-58〕 

施設種別  箇所数 人口 10 万対 出典 

居宅療養管理指導実施薬局 

福岡県 

1,494 29.3  居宅療養管理指導費算定薬局数  
（2022（令和４）年４月～2023（令和５）年3月） 

在宅訪問薬剤管理指導薬局 2,551 50.1  在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設数  
（2023（令和 5）年４月１日） 

薬局総数 2,943 57.6  衛生行政報告例 
（2021（令和 3）年３月 31 日） 

 

 

⑤⑤  訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンンをを実実施施ししてていいるる医医療療機機関関等等  

○ 2021（令和３）年度に医療機関から提供される訪問リハビリテーションを受け

た患者数は、医療保険では、県内で 2,682 人となっています。 

 

○ 2021（令和３）年 10 月 1 日時点で、訪問看護ステーションに従事している理

学療法士の数は、福岡県で 927 人、全国で 22,579 人、作業療法士の数は、福岡

県で 541 人、全国で 9,706 人、言語聴覚士の数は、福岡県で 133 人、全国で 2,750

人となっています。 

 

○ 訪問リハビリテーションの利用やレスパイト 26のためのショートステイの利

用など、在宅での療養を継続するためには多職種による連携と支援が欠かせま

せん。 

 

○ 今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、

医療機関におけるリハビリテーション（急性期・回復期）から、地域における居

住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる

体制の整備が求められます。 

 

 

⑥⑥  訪訪問問栄栄養養食食事事指指導導をを実実施施ししてていいるる医医療療機機関関等等  

○ 2021（令和３）年度に在宅患者訪問栄養食事指導料（医療保険）を算定した患

者がいる診療所・病院数は、県内で 18 機関あります。また、訪問栄養食事指導

を受けた患者数は、医療保険では、県内に 233 人となっています。 

 

 

 

 

 
26  レスパイト：一時的中断、息抜き、休息を意味する英語（respite）。 

※ 在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、対象患者が要介護又は要支援の認定を

受けている場合には介護保険（居宅療養管理指導費）扱いに、認定を受けていない場合は医療保険（在

宅患者訪問薬剤管理指導料）扱いとなります。 
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○ 今後、訪問栄養食事指導を充実させるため、管理栄養士が所属する地域密着型

の拠点である栄養ケア・ステーション27 （2023（令和５）年４月時点：福岡県３

件、全国５１２件）の周知や、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院、

在宅療養支援診療所及び栄養ケア・ステーション等の活用が求められています。 

 

⑦⑦  介介護護関関係係事事業業所所（（居居宅宅介介護護支支援援事事業業所所、、訪訪問問介介護護事事業業所所、、地地域域包包括括支支援援セセンンタターー

ななどど））  

○ 2023（令和５）年４月現在、居宅介護支援事業所として届出されている事業所

数は、県内で 1,521 事業所、訪問介護事業所として届出されている事業所数は、

県内で 1,545 事業所、地域包括支援センターの数は、県内で 216 件となってい

ます。 

  

○ 在宅における療養生活の質の維持・向上を支えるため、医療と介護の相互理解

を深め、連携の促進を図ることが重要となっています。 

 

 

⑧⑧  生生活活地地域域のの組組織織（（ボボラランンテティィアア、、民民生生委委員員、、地地域域老老人人ククララブブななどど））  

○ 患者や家族の在宅療養の不安・負担を緩和し、社会での役割・交流を支えるた

め、在宅ボランティアや民生委員等の活用が重要となっています。 

  

⑨⑨  人人材材育育成成  

○ 在宅医療提供体制の充実のためには、多様な医療技術に対応できる、専門性の

高い人材の育成が必要です。 

 

⑩⑩  地地域域住住民民のの理理解解促促進進  

○ 地域住民の間では在宅医療に対する理解や正しい知識が不足していることも

多く、どのようなサービスを受けられるのかについて理解を深めていただく必要

があります。また、人生の最終段階において、本人の意思を尊重する必要性や仕

組みについても啓発を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
27  栄養ケア・ステーション：栄養ケア・ステーションには、（公社）日本栄養士会又は都道府

県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」と（公社）日本栄養士会が事業者

等を個別に認定する「認定栄養ケア・ステーション」がある。 
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（（３３））  在在宅宅医医療療提提供供体体制制ににおおけけるる課課題題 

①①  日日常常のの療療養養支支援援  

   ○ 誰もが住み慣れた地域で安心して最期まで生活するためには、医療、介護、予

防、住まい、生活支援などのサービスが継続的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築が重要であり、市町村と連携し取り組む必要があります。 

 

○ 病院・診療所などの医療機関の連携により切れ目ない在宅医療サービスを提 

供できる体制整備を図るとともに、福岡県医師会診療情報ネットワーク（とびう

めネット）等を活用した効率的、効果的な多職種連携を推進する必要があります。 

 

○ がん患者等においては、家族等への負担軽減を図るなど、在宅を含め、地域に

おける緩和ケア28提供体制を整備する必要があります。 

 

○ 高齢化に伴い医療ニーズが増加している高齢者向け住宅・施設においても、医

療・介護の連携が適切に行われるよう体制の整備が求められています。 

 

○ 医薬品や医療機器等の提供を円滑に行うための体制の整備が求められていま

す。 

 

○ 在宅医療を受けている患者の身体機能及び生活機能の維持向上のため、口腔の

管理・リハビリテーション・栄養管理が一体的に提供されることが求められてい

ます。 

 

○ ICT 化等による対応力強化やこれまで訪問診療を担っていない医療機関や新

規に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等が必要です。 

  

○ 在宅医療等を推進するに当たり、発生するおそれがある患者及びその家族等か

らのハラスメントは、職員個別の問題ではなく、在宅医療サービス事業所及び運

営法人の問題として捉え、管理者や職員が認識の共有を図り、対応する必要があ

ります。 
 
○ ハラスメントを防止するため、県民に対して、在宅医療の適正利用の啓発を行

う必要があります。 
  

  

 
28  緩和ケア：末期がんなど治療不可能な状態になった患者やその家族に対し、痛みだけでなく

心理的、社会的な問題などを支援し、少しでもＱＯＬ（生活の質）の高い状態でその人らしい

人生を全うできるようケアを提供するもの。在宅においても医療・介護サービスが連携しなが

ら多職種によるチーム医療の体制で在宅緩和ケアを提供することができる。 
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（（３３））  在在宅宅医医療療提提供供体体制制ににおおけけるる課課題題 

①①  日日常常のの療療養養支支援援  

   ○ 誰もが住み慣れた地域で安心して最期まで生活するためには、医療、介護、予

防、住まい、生活支援などのサービスが継続的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築が重要であり、市町村と連携し取り組む必要があります。 

 

○ 病院・診療所などの医療機関の連携により切れ目ない在宅医療サービスを提 

供できる体制整備を図るとともに、福岡県医師会診療情報ネットワーク（とびう

めネット）等を活用した効率的、効果的な多職種連携を推進する必要があります。 

 

○ がん患者等においては、家族等への負担軽減を図るなど、在宅を含め、地域に

おける緩和ケア28提供体制を整備する必要があります。 

 

○ 高齢化に伴い医療ニーズが増加している高齢者向け住宅・施設においても、医

療・介護の連携が適切に行われるよう体制の整備が求められています。 

 

○ 医薬品や医療機器等の提供を円滑に行うための体制の整備が求められていま

す。 

 

○ 在宅医療を受けている患者の身体機能及び生活機能の維持向上のため、口腔の

管理・リハビリテーション・栄養管理が一体的に提供されることが求められてい

ます。 

 

○ ICT 化等による対応力強化やこれまで訪問診療を担っていない医療機関や新

規に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等が必要です。 

  

○ 在宅医療等を推進するに当たり、発生するおそれがある患者及びその家族等か

らのハラスメントは、職員個別の問題ではなく、在宅医療サービス事業所及び運

営法人の問題として捉え、管理者や職員が認識の共有を図り、対応する必要があ

ります。 
 
○ ハラスメントを防止するため、県民に対して、在宅医療の適正利用の啓発を行

う必要があります。 
  

  

 
28  緩和ケア：末期がんなど治療不可能な状態になった患者やその家族に対し、痛みだけでなく

心理的、社会的な問題などを支援し、少しでもＱＯＬ（生活の質）の高い状態でその人らしい

人生を全うできるようケアを提供するもの。在宅においても医療・介護サービスが連携しなが

ら多職種によるチーム医療の体制で在宅緩和ケアを提供することができる。 
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②②  退退院院支支援援とと急急変変時時のの対対応応  

○ 退院から在宅医療への円滑な移行を行うためには、入院早期から退院後の生活

を見据えた関連職種による退院支援を行うことが求められています。 

 

○ 2023（令和５）年度の入退院支援加算を届け出ている病院及び診療所の数は、

290 施設、人口 10 万人あたりの数は 5.7 施設となっており、2020 年（令和２年

度）の 259 施設から、31 施設増加しています。今後も高齢者数の増加が予想さ

れるため、一層の充実が求められます。 

 

   ○ 円滑な在宅療養移行に向け、高齢者のみではなく、小児や若年層の患者に対す

る訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、訪問栄養食事指導等にも対応できるような体制を整備する必要があります。 

 

   ○ 患者の病状急変時に、入院を受け入れてくれる医療機関を各地域で確保してお

く体制を整備するとともに、患者の症状や状況に応じて、円滑に入院医療へ繋げ

るため、事前から入院先として想定される病院・有床診療所と情報共有を行う、

急変時対応における連携方策の検討など、地域の在宅医療に関する協議の場も活

用し、消防関係者も含め連携体制の構築を進めることが求められています。 

   

 

③③  患患者者がが望望むむ場場所所ででのの看看取取りり  

○ 住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができる

体制を構築するためには、かかりつけ医を中心に関係職種が連携し、患者やその

家族等の不安を解消するとともに、看取りまでを支えることができる診療所や訪

問看護ステーションを増やす必要があります。  

 

○ 高齢化の進行に伴い、介護施設等で最期を迎える者が増えていることから、在   

宅医療に係る機関が介護施設等による看取りを必要に応じて支援することが求

められています。 

 

○ 患者本人が人生の最終段階においてどのような医療やケアを受けたいか、本人

の意思や希望を反映した療養体制の構築が必要です。  
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【【医医療療機機能能とと医医療療連連携携】】  

（（１１））  圏圏域域のの設設定定  

○ 在宅医療の提供体制については、これまで二次保健医療圏を単位として連携を

図ってきたことや、現在の地理的条件、人口、医療・介護サービスの整備状況を

勘案し、二次保健医療圏を圏域と設定します。  

  

  

（（２２））  在在宅宅医医療療のの提提供供及及びび連連携携にに係係るる役役割割  

○ 自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も

行いながら、医療や介護、障がい福祉の現場での多職種連携の支援を行う「在宅

療養支援病院」や「在宅療養支援診療所」については、災害時及び災害に備えた

体制構築や患者の家族等への支援等を行う病院・診療所として、地域の実情を踏

まえ、在宅医療において積極的な役割を担っていくことが求められています。 

 

○ 市町村の在宅医療・介護連携事業担当部署では、医療ニーズを抱えた要介護 

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるように、全ての市町村が介護保険法に規定する地域支援事業の枠組みで

「在宅医療・介護連携推進事業」を主体的に取り組むこととなっています。 

 

○ 在宅医療の提供体制の構築においては、「退院支援、日常の療養支援、急変時

の対応、看取り」の機能の確保のため、関係機関の連携体制の構築などを担う「在

宅医療に必要な連携を担う拠点」を整備することが求められております。特に、

市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連携を図ること

が重要であることから、地域の郡市区医師会を「在宅医療に必要な連携を担う拠

点」と位置づけ、退院時から看取りまでの包括的かつ継続的な在宅医療・介護サ

ービスの提供等、在宅医療・介護連携推進事業との十分な連携を図っていきます。 

 

○ 県の保健福祉（環境）事務所に設置した「福岡県地域在宅医療支援センター」

では、管轄地域の在宅医療に関する相談を受けるとともに、在宅医療に携わる機

関の情報把握や発信をしています。また、地域の医師会やがん診療連携拠点病院、

在宅療養支援診療所など管轄地域の医療機関や市町村と連携し、医療従事者の育

成や地域特性を活かした在宅医療体制整備の推進を行っています。 

また、在宅医療に必要な連携を担う拠点として、地域の郡市区医師会が実施す

る取組、在宅医療・介護連携推進事業として市町村が実施する取組については、

相互に補完し合うことが重要であり、在宅医療の圏域内外に関わらず、両者の連

携を調整する機関が必要となります。このため、保健所は、複数の郡市区医師会

の管轄地域及び二次保健医療圏をカバーし、広域にわたる事務を処理する立場か

ら、相互の取組の支援を行います。  
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【【医医療療機機能能とと医医療療連連携携】】  

（（１１））  圏圏域域のの設設定定  

○ 在宅医療の提供体制については、これまで二次保健医療圏を単位として連携を

図ってきたことや、現在の地理的条件、人口、医療・介護サービスの整備状況を

勘案し、二次保健医療圏を圏域と設定します。  

  

  

（（２２））  在在宅宅医医療療のの提提供供及及びび連連携携にに係係るる役役割割  

○ 自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も

行いながら、医療や介護、障がい福祉の現場での多職種連携の支援を行う「在宅

療養支援病院」や「在宅療養支援診療所」については、災害時及び災害に備えた

体制構築や患者の家族等への支援等を行う病院・診療所として、地域の実情を踏

まえ、在宅医療において積極的な役割を担っていくことが求められています。 

 

○ 市町村の在宅医療・介護連携事業担当部署では、医療ニーズを抱えた要介護 

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるように、全ての市町村が介護保険法に規定する地域支援事業の枠組みで

「在宅医療・介護連携推進事業」を主体的に取り組むこととなっています。 

 

○ 在宅医療の提供体制の構築においては、「退院支援、日常の療養支援、急変時

の対応、看取り」の機能の確保のため、関係機関の連携体制の構築などを担う「在

宅医療に必要な連携を担う拠点」を整備することが求められております。特に、

市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連携を図ること

が重要であることから、地域の郡市区医師会を「在宅医療に必要な連携を担う拠

点」と位置づけ、退院時から看取りまでの包括的かつ継続的な在宅医療・介護サ

ービスの提供等、在宅医療・介護連携推進事業との十分な連携を図っていきます。 

 

○ 県の保健福祉（環境）事務所に設置した「福岡県地域在宅医療支援センター」

では、管轄地域の在宅医療に関する相談を受けるとともに、在宅医療に携わる機

関の情報把握や発信をしています。また、地域の医師会やがん診療連携拠点病院、

在宅療養支援診療所など管轄地域の医療機関や市町村と連携し、医療従事者の育

成や地域特性を活かした在宅医療体制整備の推進を行っています。 

また、在宅医療に必要な連携を担う拠点として、地域の郡市区医師会が実施す

る取組、在宅医療・介護連携推進事業として市町村が実施する取組については、

相互に補完し合うことが重要であり、在宅医療の圏域内外に関わらず、両者の連

携を調整する機関が必要となります。このため、保健所は、複数の郡市区医師会

の管轄地域及び二次保健医療圏をカバーし、広域にわたる事務を処理する立場か

ら、相互の取組の支援を行います。  
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○住み慣れた自宅や
介護施設等、患者が
望む場所での看取り
の実施

○多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの
医療の提供
○緩和ケアの提供
○家族への支援

○入院医療機関と在
宅医療に係る機関と
の協働による退院支
援の実施

退院支援
日常の療養支援

看取り

○在宅療養者の病状の急変時や災害時における往診体制及
び入院病床の確保

急変時の対応急変

・病院・診療所
・歯科診療所
・訪問看護事業所
・薬局
・栄養ケア・ス
テーション

・居宅介護支援事
業所

・地域包括支援
センター

・基幹相談支援
センター・相談
支援事業所
・県地域在宅医療
支援センター

・在宅において
積極的役割を
担う医療機関
・在宅に必要な連
携を担う拠点

等

病院・診療所、歯科診療所、訪問看護事業所、薬局、栄
養ケア・ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括
支援センター、介護老人保健施設、介護医療院、短期入
所サービス提供施設、基幹相談支援センター・相談支援
事業所、県地域在宅医療支援センター、在宅医療におい
て積極的役割を担う医療機関、在宅医療に必要な連携を
担う拠点 等

・病院・診療所
・歯科診療所
・訪問看護事業所
・薬局
・栄養ケア・ス
テーション
・居宅介護支援事
業所
・地域包括支援セ
ンター
・基幹相談支援セ
ンター・相談支
援事業所
・県地域在宅医療
支援センター
・在宅において積
極的役割を担う
医療機関
・在宅に必要な連
携を担う拠点

等

・病院・診療所
・歯科診療所
・訪問看護事業所
・薬局
・消防機関
・県地域在宅医療支援センター
・在宅において積極的役割を担う医療機関
・在宅に必要な連携を担う拠点 等

○ 災害時においても、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医療機関、歯科

医療機関、薬局、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等の関係機関間、さらに

市町村や県などの多職種連携が重要になることから、「在宅医療に必要な連携を

担う拠点」等において、福岡県医師会診療情報ネットワーク（とびうめネット）

の活用を含む平時からの連携を進めるとともに、国が策定した手引きや事業等

も活用しながら、業務継続計画（BCP）の策定を推進します。 

 

○ 災害時に、在宅医療を受けている患者を含む要配慮者が円滑に避難し、避難先

で必要な支援が受けられるよう、避難行動要支援者の個別避難計画の作成や福

祉避難所の充実等、市町村の取組を支援します。 

  

◆◆  在在宅宅医医療療機機関関相相互互のの連連携携（（イイメメーージジ））〔図 3-16〕 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊各医療機能を担う医療機関は、「ふくおか医療情報ネット（https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp）」に掲載

しています。 

  

  

【【今今後後のの方方向向】】  

（（１１））  日日常常のの療療養養支支援援  

○ 住み慣れた地域で安心して最期まで生活できる地域包括ケアシステムを構築

するため、市町村が取り組む在宅医療・介護連携推進を支援します。 

 

○ 県の保健福祉（環境）事務所に設置した「福岡県地域在宅医療支援センター」

において、各地域における在宅医療推進にあたっての課題を検討するとともに、

在宅医療に係る多職種の関係者や市町村等との情報共有や連携に努めます。 
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○ 24 時間・365 日対応、夜間・休日の支援体制、多職種・同職種間の連携や新規

参入の促進などの在宅医療体制の充実強化に向けて、郡市区医師会の取組を支援

します。 

 

○ 病院や診療所などの関係機関の連携により、医療機関が相互に補完しながら、

切れ目のない医療体制を確保できる体制の構築を推進します。 

 

○ 訪問看護ステーション間や関係機関との連携強化、情報通信機器の活用等に 

よる業務効率化等により、退院に向けた医療機関との共同指導、看取りや重症度

の高い患者にも安定的な訪問看護サービスの提供ができるよう支援します。 

 

○ 在宅医療に携わる医師等の負担を軽減し、効率的な連携を図るため、福岡県 

医師会診療情報ネットワーク（とびうめネット）等を活用した多職種連携を支援

します。 

 

○ ＡＹＡ世代のがん患者等、医療依存度の高い在宅療養者の緩和ケアやレスパ 

イトを目的とした通所施設を支援します。 

 

○ 在宅医療を受ける小児等に対して、必要な医療・福祉サービスが提供され、安

心して療養できるよう、医療、福祉、教育等が連携し、小児等の在宅医療を支え

る体制の構築に取り組みます。 

 

○ 高齢者向け住宅・施設における在宅医療提供体制の実態を把握し、適切なサー

ビスが提供されるよう取り組んでいくとともに、高齢者向け住宅・施設と病院・

診療所の連携支援を行います。 

 

○ 高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへ

の参画等を推進するため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、

24 時間対応が可能な薬局の整備が必要となります。そのため、医療機関等と連

携して行われる研修や、カンファレンス等への参加を通じて、在宅医療に関わる

薬剤師の資質向上を図ります。 

 

○ 在宅医療を受けている患者の身体機能及び生活機能の維持向上を図り、より効

果的な自立支援・重度化予防につなげるため、関係職種間での連携を推進し、口

腔の管理・リハビリテーション・栄養管理を一体的に提供する体制を構築します。 

 

○ 在宅医療の利用者等からの暴力・ハラスメントに対し、従事者の安全を確保し、

在宅医療の継続的で円滑な提供体制の構築に取り組みます。 
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○ 24 時間・365 日対応、夜間・休日の支援体制、多職種・同職種間の連携や新規

参入の促進などの在宅医療体制の充実強化に向けて、郡市区医師会の取組を支援

します。 

 

○ 病院や診療所などの関係機関の連携により、医療機関が相互に補完しながら、

切れ目のない医療体制を確保できる体制の構築を推進します。 

 

○ 訪問看護ステーション間や関係機関との連携強化、情報通信機器の活用等に 

よる業務効率化等により、退院に向けた医療機関との共同指導、看取りや重症度

の高い患者にも安定的な訪問看護サービスの提供ができるよう支援します。 

 

○ 在宅医療に携わる医師等の負担を軽減し、効率的な連携を図るため、福岡県 

医師会診療情報ネットワーク（とびうめネット）等を活用した多職種連携を支援

します。 

 

○ ＡＹＡ世代のがん患者等、医療依存度の高い在宅療養者の緩和ケアやレスパ 

イトを目的とした通所施設を支援します。 

 

○ 在宅医療を受ける小児等に対して、必要な医療・福祉サービスが提供され、安

心して療養できるよう、医療、福祉、教育等が連携し、小児等の在宅医療を支え

る体制の構築に取り組みます。 

 

○ 高齢者向け住宅・施設における在宅医療提供体制の実態を把握し、適切なサー

ビスが提供されるよう取り組んでいくとともに、高齢者向け住宅・施設と病院・

診療所の連携支援を行います。 

 

○ 高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへ

の参画等を推進するため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、

24 時間対応が可能な薬局の整備が必要となります。そのため、医療機関等と連

携して行われる研修や、カンファレンス等への参加を通じて、在宅医療に関わる

薬剤師の資質向上を図ります。 

 

○ 在宅医療を受けている患者の身体機能及び生活機能の維持向上を図り、より効

果的な自立支援・重度化予防につなげるため、関係職種間での連携を推進し、口

腔の管理・リハビリテーション・栄養管理を一体的に提供する体制を構築します。 

 

○ 在宅医療の利用者等からの暴力・ハラスメントに対し、従事者の安全を確保し、

在宅医療の継続的で円滑な提供体制の構築に取り組みます。 
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（（２２））  退退院院支支援援とと急急変変時時のの対対応応  

○ 入院医療機関と在宅を担う関係機関が相互の役割を理解し、協議する機会を 

提供することで、相互の協力・連携体制を構築し、切れ目のない在宅医療提供体

制づくりを推進します。 

  

○ 県医療的ケア児支援センター及び医療、福祉、教育関係者と連携し、小児患者

に対する訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリ

テーション、訪問栄養食事指導等にも対応できるような体制の確保を図ります。 

  

○ 急変時の対応等について、入院先として想定される病院・有床診療所、地域の

在宅医療機関及び消防関係者の連携強化に向けた協議や福岡県医師会診療情報

ネットワーク（とびうめネット）の登録活用推進など、郡市区医師会の取組を支

援します。 

 

 

（（３３））  患患者者がが望望むむ場場所所ででのの看看取取りり  

○ 在宅医療に係る多職種の関係者が連携し、患者が望む場所で看取りが円滑に 

行われる体制の確保に向けて、郡市区医師会の取組を支援します。 

  

○ 在宅看取りに対応できる訪問看護ステーションの看護師が指導者となり、経 

験の少ない訪問看護師に同行する同行訪問研修の実施や、訪問看護ステーション

間の連携体制の構築、多職種連携等により在宅看取り体制を推進します。  

  

○ 介護保険施設や高齢者向け住宅・施設の管理者、介護職員を対象に、看取りに 

関する理解を促す研修を実施するとともに、入所者家族向けのパンフレットを

配布することにより、介護保険施設や高齢者向け住宅・施設での看取りを促進し

ます。  

 

○ 在宅での緩和ケアや独居の患者も含めた看取りについて、医療従事者に向けた

研修や県民への啓発により、患者が人生の最終段階にどんな医療やケアを受けた

いか、あらかじめ医療関係者や家族に伝えるプロセス（アドバンス・ケア・プラ

ンニング）の取組を推進します。 

 

○ 地方薬事審議会等を活用して、麻薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が

可能な薬局の整備状況や実績について、把握・分析を行います。 

  

○ 死因究明体制の充実を図ることで、在宅看取り等において、亡くなられた方の

尊厳の保持や疾病の予防・治療をはじめとする公衆衛生の向上に努めます。  
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（（４４））  人人材材育育成成  

○ 小児や認知症、がん、看取り等、高度な医療技術にも対応できる専門性の高い

医療従事者の育成を図ります。 

  

○ 地域での看取りをサポートするための在宅ボランティアの育成を行います。  

 

○ 在宅医療に係る機関の医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、看護職員、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員、介護施設職員

等について、地域の保健医療関係機関・団体等と連携し、必要な専門的・基礎的

知識及び技術を習得させるための研修の実施等により人材育成に努めます。  

 

 

（（５５））  地地域域住住民民のの理理解解促促進進  

○ 福岡県地域在宅医療支援センター等による地域住民や関係機関からの相談対

応や、市町村等関係団体と連携した在宅医療の普及啓発を行います。  

  

○ 在宅医療や看取りに関する情報を収集し、関係機関や県民に発信するとともに、

県民一人一人が人生の最終段階について意識し、人生の最期をどう迎えたいのか

考えることができるよう、アドバンス・ケア・プランニングの啓発に取り組みま

す。 

 

 

【【目目標標のの設設定定】】 

指標 

現状値 目標値 

2023 (令和５) 

年度 

2026 (令和８) 

年度 

2029 (令和 11) 

年度 

訪問診療を受けた患者数 

〔現状値把握方法〕 

福岡県在宅療養支援診療
所等調査 

43,058 
人/月 

48,506 
人/月 

53,017 
人/月 

在宅ターミナルケアを受
けた患者数  

〔現状値把握方法〕 
福岡県在宅療養支援診療

所等調査 

6,516 
人/年 

7,340 
人/年 

8,023 
人/年 
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